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臨時電灯 臨時電力

適用範囲について
　定額電灯または従量電灯の適用範囲にあたるお客さまで、契約使用期間が1年未満の場合に適用します。た
だし、毎年、反復使用する場合には適用しません。

電気料金について
■料金単価

料　金　区　分 料金単価
総容量が50VAまで

総容量が50VA超過100VAまで

総容量が100VA超過500VAまで　100VAまでごとに

総容量が500VA超過1kVAまで

総容量が1kVA超過3kVAまで　1kVAまでごとに
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23

23

239

239

98

96

96

58

58

円

＊料金単価は、消費税等相当額を含みます。
＊燃料費等調整が行なわれる場合は別項（20ページ）の燃料費等調整の取り扱いによります。
＊まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
＊臨時電灯のお客さまは使用に先立ち、予納金（従量制供給）、前払金（定額制供給）を申し受ける場合があります。

＊料金単価は、消費税等相当額を含みます。
＊燃料費等調整が行なわれる場合は別項（20ページ）の燃料費等調整の取り扱いによります。
＊まったく電気を使用されない場合の基本料金は、低圧電力の該当料金の半額に20％割増ししたものとします。
＊料金の算定期間に「夏季」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、原則として、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
　ただし、計量値の確認ができない場合は、それぞれの日数の比であん分します。
＊臨時電力のお客さまは使用に先立ち、予納金（従量制供給）、前払金（定額制供給）を申し受ける場合があります。

1 k W に つ き

1 k W h に つ き

1 k W h に つ き

適用範囲について
　低圧電力の適用範囲にあたるお客さまで、契約使用期間が1年未満の場合に適用します。ただし、毎年、反復
使用する場合には適用しません。

電気料金について
■料金単価

料　金　区　分 料金単価
契約電力1kW1日につき 296 67

円

料　金　区　分 単　位 料金単価
低圧電力の該当料金の20％割増し

31

30

58

10

円

1 契 約 に つ き

1 k W h に つ き

1 日 に つ き

料　金　区　分 単　位

単　位

料金単価
最低料金15kWhまで

電力量料金（15kWh超過）

882

45

52

05

円

注1. 原則として供給設備を常置しません。
注2. 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から
　     新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電力を適用します。
注3. その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、低圧電力に準ずるものとします。

注1. 原則として供給設備を常置しません。
注2. 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から

新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電灯を適用します。
注3. その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、臨時電灯Aは定額電灯に、臨時電灯Bは従量電灯Aに、  

臨時電灯Cは従量電灯Bに準ずるものとします。

定額制供給の場合（原則として契約電力5kW以下）臨時電灯A

臨時電灯B

1 k V A に つ き

1 k W h に つ き

料　金　区　分 単　位 料金単価
基本料金

電力量料金

512

41

71

16

円

臨時電灯C

従量制供給の場合（原則として契約電力6kW以上）

電力量料金

基　　　本　　　料　　　金

夏季（毎年7月1日から9月30日まで）

その他季（毎年4月1日から6月30日および毎年10月1日から翌年の3月31日まで）


